
日米地位協定

第二十五条

１ この協定の実施に関して相互間の協議を必要とするすべての事項に関する日本国政府と合衆
国政府との間の協議機関として、合同委員会を設置する。合同委員会は、特に、合衆国が相互協
力及び安全保障条約の目的の遂行に当たつて使用するため必要とされる日本国内の施設及び区域
を決定する協議機関として、任務を行なう。

、 、 、２ 合同委員会は 日本国政府の代表者一人及び合衆国政府の代表者一人で組織し 各代表者は
一人又は二人以上の代理及び職員団を有するものとする。合同委員会は、その手続規則を定め、
並びに必要な補助機関及び事務機関を設ける。合同委員会は、日本国政府又は合衆国政府のいず
れか一方の代表者の要請があるときはいつでも直ちに会合することができるように組織する。

３ 合同委員会は、問題を解決することができないときは、適当な経路を通じて、その問題をそ
れぞれの政府にさらに考慮されるように移すものとする。

第二十五条に関連する日米合同委員会合意など▲
会計手続と金融方法（ 年 月）▲ 52 5

事故分科委員会の設置（ 年 月）▲ 63 1

航空機騒音対策分科委員会の設置（ 年 月）▲ 63 11

米軍車両の通行に関する特別分科委員会の設置（ 年 月）▲ 72 10

日米合同委員会組織図▲
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